
様式第４号 

議事録又は議事概要 

会   議   名 美浦村スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 平成２９年８月３０日（水） 午後７時 

開 催 場 所 美浦村中央公民館 ２階 会議室 

議   題 
（１）美浦村光と風の丘公園多目的広場管理運営要綱について 

（２）その他 

公開・非公開の別 公開 

傍聴人定数・傍聴人数 傍聴人定数６名・傍聴人数０名 

審 議 内 容 

（１）美浦村光と風の丘公園多目的広場管理運営要綱について 

○第３条 禁止事項の中にペット等の放し飼いについての記述を入れて

はどうか 

  ・上位の条例、規則、規程において記述があるか確認のうえ、ない

場合は本要綱において定める 

○第４条 文章を精査し、簡単にしたほうがよい 

・禁止事項の特例ではなく、「このような場合は教育長の許可を得て

使用することができる」という文脈にする 

  ・教育長が許可を与える条件について記述する 

○第４条 ２項中に「代表者として村内に在住又は在勤の成人が含まれ

ること」とあるが、なぜか 

  ・他の施設の貸出要件に合わせたものである 

※学校施設の貸出に係る登録時の条件 

○第４条 「村内に在住又は在勤若しくは在学する者」という条件では

児童生徒の大会時に使用できなくなってしまう 

  ・本要綱の目的を鑑み、文章を精査する 

○ボール使用の可否はどうするか 

  ・占有時の使用条件に加えて許可することとする 

○占有を認めるのであれば、その旨の表示をするべき 

  ・危険防止の観点から、占有で使用中である旨の看板を設置する 

○本審議会で決定した内容の権限はどこまであるのか 

  ・手続き上は教育長決裁で完結してしまう事項ではあるが、本審議

会はスポーツ等に関する事案についてご意見をいただく場である

ので、意見を頂戴し、反映させたい。今回のご意見もできるだけ

反映させていただく 



 

  ・本要綱の目的は芝の保護や本来の使用目的に沿った利用をしてい

ただくことである。スポーツ大会の開催に支障がないような運用

を心掛けていく 

（２）その他 

①第５２回美浦村民体育祭進捗報告 

 ○スポーツ少年団種目の募集については大会等との日程調整があるの

で早めに通知を出してほしい 

  ・例年８月下旬に通知しているが、次年度以降は更に早い時期に通

知する 

②次回審議会を１１月下旬に開催 

そ の 他  

問 合 せ 先 

美浦村教育委員会 生涯学習課 

電話 ０２９－８８５－４４５１ 

担当 正慶 


